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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】免震装置の設置台数を削減できる免震構造を提
供する。
【解決手段】免震構造１は、複数並んで設けられた既存
杭１１と、これら複数の既存杭１１の上に設けられた最
下階の複数の既存柱１２と、既存柱１２の柱脚部同士を
連結する既存の基礎梁１３と、を備える既存建物２を免
震化する。この免震構造１は、複数の既存杭１１の杭頭
部の一部が撤去されて、複数の既存杭１１の残る杭頭部
に跨がって構築された耐圧盤２０と、既存の基礎梁１３
に沿って延びてこの既存の基礎梁１３を補強する基礎補
強梁３０と、複数の既存柱１２のうちの一部の直下でか
つ基礎補強梁３０と耐圧盤２０との間に、減衰装置を設
置可能な間隔を空けて設けられた免震装置４０と、を備
える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数並んで設けられた既存杭と、当該複数の既存杭の上に設けられた最下階の複数の既
存柱と、当該既存柱の柱脚部同士を連結する既存の基礎梁と、を備える既存建物を免震化
する免震構造であって、
　前記複数の既存杭の杭頭部の一部が撤去されて、当該複数の既存杭の残る杭頭部に跨が
って構築された耐圧盤と、
　前記既存の基礎梁を補強した基礎補強梁と、
　前記複数の既存柱の少なくとも一部の直下でかつ前記基礎補強梁と前記耐圧盤との間に
、減衰装置を設置可能な間隔を空けて設けられた免震装置と、を備えることを特徴とする
免震構造。
【請求項２】
　前記基礎補強梁は、前記免震装置に支持され、前記既存の基礎梁両側面および／または
下面に接合された長尺部材であり、
　当該長尺部材の内部に設けられた梁主筋は、既存の基礎スラブに定着されていることを
特徴とする請求項１に記載の免震構造。
【請求項３】
　前記免震装置の軸径は、前記既存柱の外径よりも大きいことを特徴とする請求項１また
は２に記載の免震構造。
【請求項４】
　複数並んで設けられた既存杭と、当該複数の既存杭の上に設けられた最下階の複数の既
存柱と、当該既存柱の柱脚部同士を連結する既存の基礎梁と、を備える既存建物を免震化
する方法であって、
　前記複数の既存杭の杭頭部に跨がって耐圧盤を構築する工程と、
　前記既存の基礎梁を基礎補強梁として補強する工程と、
　前記耐圧盤から前記既存の基礎梁を仮支持して、当該複数の既存杭の一部を撤去する工
程と、
　前記複数の既存柱の少なくとも一部の直下でかつ前記基礎補強梁と前記耐圧盤との間に
、減衰装置を設置可能な間隔を空けて免震装置を設ける工程と、を備えることを特徴とす
る免震化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存建物を免震化する免震構造およびこの免震化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、既存建物を免震化する免震レトロフィット工事が知られている。この免震レ
トロフィット工事は、既存建物の基礎部分や特定の階層の各既存柱に免震装置を設置し、
外観、内装、設備などを損なうことなく、既存建物を免震建物に変更する方法である（特
許文献１、２参照）。
【０００３】
　この免震レトロフィット工事によれば、免震化することで、地震による強い揺れをゆっ
くりとした揺れに変えて加速度を抑えるので、免震化されたレベルより上の部分の補強は
不要になるか、あるいは大幅に少なくできる、というメリットがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２８５８５０号公報
【特許文献２】特開２０１３－３２６８４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のように、以上の免震レトロフィット工事では、各既存柱に免震装置を設置するの
で、免震装置の設置台数が多くなり、施工コストが増大する、という問題があった。
【０００６】
　本発明は、免震装置の設置台数を削減できる免震構造および免震化方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、既存建物の免震化方法として、全ての既存柱の直下に免震装置を設けるの
ではなく、減衰装置を配置できるだけの間隔を空けて免震装置や減衰装置を設けることに
よって、少ない免震装置を用いた免震構造を実現できることに着眼し、免震装置および減
衰装置を組み合わせた既存建物の免震構造を発明するに至った。
【０００８】
　本発明の免震構造（例えば、後述の免震構造１）は、複数並んで設けられた既存杭（例
えば、後述の既存杭１１）と、当該複数の既存杭の上に設けられた最下階の複数の既存柱
（例えば、後述の既存柱１２）と、当該既存柱の柱脚部同士を連結する既存の基礎梁（例
えば、後述の既存の基礎梁１３）と、を備える既存建物（例えば、後述の既存建物２）を
免震化する免震構造であって、前記複数の既存杭の杭頭部の一部が撤去されて、当該複数
の既存杭の残る杭頭部に跨がって構築された耐圧盤（例えば、後述の耐圧盤２０）と、前
記既存の基礎梁を補強した基礎補強梁（例えば、後述の基礎補強梁３０）と、前記複数の
既存柱の少なくとも一部の直下でかつ前記基礎補強梁と前記耐圧盤との間に、減衰装置（
例えば、後述の減衰装置４８）を設置可能な間隔を空けて設けられた免震装置（例えば、
後述の免震装置４０）と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　免震装置とは、既存建物を所定の振幅内で水平移動可能に支持する装置であり、減衰装
置とは、既存建物の水平方向の加速度を減衰させる装置である。
　減衰装置を設置可能な間隔とは、例えば、免震装置の軸径（積層ゴムの直径）の略５倍
以上である。
【００１０】
　また、耐圧盤は、建物の自重および積載荷重を地盤に伝えるものであり、地盤からの反
力に耐えうるように強固に構築された鉄筋コンクリート造である。この耐圧盤は、最下階
の床スラブとは別に構築されており、基礎スラブに地中梁が接合されたものでもよいし、
基礎スラブのみとしてもよい。
【００１１】
　この発明によれば、既存の基礎梁の下で杭頭部に跨がって耐圧盤を構築し、さらに、既
存の基礎梁を基礎補強梁で補強して、この基礎補強梁と耐圧盤との間に免震装置を設けた
。これにより、既存建物を免震化できる。
　ここで、全ての既存柱の直下には免震装置を設けず、一部の既存柱の直下にのみ免震装
置を設けた。つまり、免震装置を集約して配置した。これにより、免震装置の設置台数を
削減して、施工コストを低減できる。
【００１２】
　また、免震装置を集約して配置することにより、基礎梁は、免震装置を直下に設けない
既存柱を丘立ち柱として支持することになる。本明細書において、丘立ち柱とは、既存柱
の直下に、壁や柱などの躯体あるいは免震装置を設けるのではなく、隙間が形成されて、
これにより、力学的に鉛直力の伝達が分断されている。
　この基礎梁は、補強梁を付加して断面を増大させ、基礎梁のせん断耐力および曲げ剛性
が増大させ、既存柱の固定度（回転拘束度）を高めることで、既存柱の直下に免震装置を
設けない場合であっても、基礎梁によって上部構造を支持できるから、支持スパンを大き
くできる。
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【００１３】
　さらに本発明の免震構造は、前記基礎補強梁は、前記免震装置に支持され、前記既存の
基礎梁の両側面および／または下面に接合された長尺部材であり、当該長尺材部の内部に
設けられた梁主筋は、既存の基礎スラブ（例えば、後述の既存の基礎スラブ１４）に定着
されていることを特徴とする。
【００１４】
　基礎補強梁を設けることで、基礎補強梁で補強された基礎梁は、補強前の基礎梁に比べ
て、曲げ耐力および曲げ剛性がともに大きくなり、地震荷重が作用した際、建物の抵抗機
構が変化する。したがって、新たに基礎補強梁が負担する曲げモーメントおよびせん断力
を評価し、その後、耐震安全性を検証して、部材配筋等を設計する必要がある。よって、
詳細な構造検討を踏まえて、構造設計を実施することになる。
　しかしながら、この発明によれば、既存の基礎梁を補強する基礎補強梁を、既存の基礎
梁と免震装置との間に配置して、双方を連結させる機能に限定させている。したがって、
基礎補強梁を設けても、基礎梁のせん断抵抗機構が変化することはなく、簡易な接合構造
でかつ既存の基礎梁の耐力および剛性を変化させないことで、新たな構造設計は不要とな
るから、施工コストを削減できる。
【００１５】
　基礎補強梁と既存建物の最下階の床躯体は、各コンクリート躯体同士を当接させてもよ
いし、各コンクリート躯体同士の間に隙間を設けてもよい。
　なお、耐圧盤と既存杭は、既存杭の杭周辺部にグラウト充填して接合し、一体とする。
【００１６】
　また、本発明では、前記既存杭の残る杭頭部の一部と、前記耐圧盤とは、接合されてい
ないことが好ましい。
【００１７】
　既存杭の杭頭部と耐圧盤とを接合させると、既存建物の基礎構造による地震力に対する
抵抗機構が変化するため、新たに構造設計を行う必要が生じる。
　しかしながら、既存杭の杭頭部と耐圧盤とが接合されていない場合には、新たな構造設
計が不要となり、施工コストを削減できる。
【００１８】
　また、さらに本発明の免震化構造は、前記免震装置の軸径（例えば、後述の積層ゴム４
２の直径）は、前記既存柱の外径よりも大きいことを特徴とする。
【００１９】
　柱間隔が約６ｍ以内の場合、全ての柱の直下に免震装置を設けると、以下のような問題
がある。
　柱間隔が比較的狭いので、各柱が負担する軸力は低く、軸径の小さい免震装置しか設置
できない。よって、各免震装置の限界変形率を２００～３００％程度としても、免震層自
体の限界変形量を大きく設定することはできないので、せん断力を免震層で吸収できず、
既存建物に大きなせん断力が作用することになる。したがって、免震化により既存建物の
長周期化は困難となるとともに、既存建物に補強が必要となる可能性が高い。
　また、柱間隔が狭いので、免震装置間に減衰装置を配置することは困難となる。
【００２０】
　そこで、柱間隔が約６ｍ以内の場合には、全ての柱に直下に免震装置を設けるのではな
く、免震装置を集約させる。これにより、免震装置に作用する圧縮軸力が大きくなるので
、軸径の大きい免震装置を設置できる。よって、せん断力を免震層で吸収でき、既存建物
に大きなせん断力が作用するのを防止できる。また、免震装置の安定性が増すとともに、
浮き上がりを防止できる。
【００２１】
　また、柱間隔が約６ｍを超える場合には、全ての柱の直下に免震装置を設けても、軸径
の大きい免震装置を設置でき、少ない免震装置にて、上部建物に作用するせん断力を低減
できる。
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【００２２】
　また、さらに本発明の免震化方法は、複数並んで設けられた既存杭と、当該複数の既存
杭の上に設けられた最下階の複数の既存柱と、当該既存柱の柱脚部同士を連結する既存の
基礎梁と、を備える既存建物を免震化する方法であって、前記複数の既存杭の杭頭部に跨
がって耐圧盤を構築する工程（例えば、後述のステップＳ１、Ｓ２）と、前記既存の基礎
梁に沿って当該既存の基礎梁を基礎補強梁として補強する工程（例えば、後述のステップ
Ｓ３）と、前記耐圧盤から前記既存の基礎梁を仮支持して、当該複数の既存杭の一部を撤
去する工程（例えば、後述のステップＳ４、Ｓ５）と、前記複数の既存柱のうちの少なく
とも一部の直下でかつ前記基礎補強梁と前記耐圧盤との間に、減衰装置を設置可能な間隔
を空けて免震装置を設ける工程（例えば、後述のステップＳ６）と、を備えることを特徴
とする。
【００２３】
　この発明によれば、耐圧盤から既存の基礎梁を仮支持して状態で、既存杭の一部を撤去
するとともに、一部の既存柱の直下に免震装置を設けた。よって、既存杭を撤去して免震
装置を据え付けるまでの工事期間中、仮支持材によって建物の水平移動を拘束して、既存
建物の水平保有耐力を確保することが可能である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、既存の基礎梁の下で杭頭部に跨がって耐圧盤を構築し、さらに、既存
の基礎梁を基礎補強梁で補強して、この基礎補強梁と耐圧盤との間に免震装置を設けた。
これにより、既存建物を免震化できる。ここで、全ての既存柱の直下には免震装置を設け
ず、一部の既存柱の直下にのみ免震装置を設けた。つまり、免震装置を集約して配置した
。これにより、免震装置の設置台数を削減して、施工コストを低減できる。本発明は、細
い柱が多数立設された既存建物の免震化に適している。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る免震構造により免震化の対象となる既存建物（改修
前の建物）の基礎の縦断面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】前記実施形態に係る免震構造が適用されて免震化された既存建物（改修後の建物
）の基礎の横断面図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図５】図４のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】前記実施形態に係る免震装置の縦断面図である。
【図７】前記実施形態に係る免震化方法のフローチャートである。
【図８】前記実施形態に係る免震化方法の手順を説明するための縦断面図（その１）であ
る。
【図９】前記実施形態に係る免震化方法の手順を説明するための縦断面図（その２）であ
る。
【図１０】前記実施形態に係る免震化方法の手順を説明するための縦断面図（その３）で
ある。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る免震構造が適用されて免震化された既存建物の基
礎の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明では、全ての既存柱に免震装置を設けるのではなく、一部の既存柱の直下のみに
免震装置を配置し、残る既存柱は基礎梁に立設させるだけで、この既存柱の下に断絶空間
を設けた既存建物の免震化構造である。
　各既存柱は、既存の基礎梁を補強した補強後の基礎梁上から立設しており、補強後の基
礎梁により大スパンを実現し、その大スパンの支承部のみに免震装置を配置する構成によ
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り、免震装置の数を減らすことを可能とした。
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態の説明にあ
たって、同一構成要件については同一符号を付し、その説明を省略もしくは簡略化する。
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態に係る免震構造１により免震化の対象となる既存建物２
の基礎１０の縦断面図である。図２は、図１のＡ－Ａ断面図である。
【００２８】
　既存建物２の基礎１０は、複数並んで設けられた既存杭１１と、これら複数の既存杭１
１の上に設けられた最下階の複数の既存柱１２と、これら複数の既存杭１１の杭頭同士を
連結する既存の基礎梁１３と、基礎梁１３に沿って延びる既存の基礎スラブ１４と、を備
える。
　ここで、既存杭１１および既存柱１２の間隔は、ここでは６ｍ以内である。
【００２９】
　また、既存の基礎梁１３の上端には、最下階の既存床スラブ１５が設けられ、基礎梁１
３の下端には、既存耐圧盤１６が設けられる。
　既存杭１１の杭頭部は、既存耐圧盤１６に接合され、既存柱１２は、既存の基礎梁１３
から上方に延びている。
【００３０】
　図３は、免震構造１が適用されて免震化された既存建物２の基礎１０Ａの横断面図であ
る。図４は、図３のＢ－Ｂ断面図であり、図５は、図４のＣ－Ｃ断面図である。
　免震構造１は、新設の耐圧盤２０、基礎補強梁３０、免震装置４０、および減衰装置４
８を備える。
【００３１】
　免震装置４０は、既存柱１２のうちの一部、ここでは、既存柱１２Ａの直下に位置して
おり、残る既存柱１２の直下には設けられていない。よって、基礎梁１３は、残る既存柱
１２を丘立ち柱として支持する。
　これにより、免震装置４０同士の間隔は、減衰装置４８を設置可能な間隔となっている
が、ここでは、免震装置の積層ゴム４２の直径の略５倍である。
【００３２】
　耐圧盤２０は、鉄筋コンクリート造であり、複数の既存杭１１の杭頭部の一部が撤去さ
れて、これら複数の既存杭１１の残る杭頭部に跨がって構築されている。
　既存杭１１の残る杭頭部と耐圧盤２０とは、機械的には接合されていない状態である。
　また、この耐圧盤２０の上面のうち免震装置４０が設置される部分には、鉄筋コンクリ
ート造の下側免震基礎２１が構築されている。
【００３３】
　基礎補強梁３０は、既存の基礎梁１３の両側面および下面に接合された長尺材であり、
既存の基礎梁１３に沿って延びて、この既存の基礎梁１３を補強するものである。この基
礎補強梁３０は、鉄筋コンクリート造であり、既存の基礎梁１３の両側面および下面を覆
う断面凹形状である。
　既存の基礎梁１３の両側面および下面には、アンカー１７が打設されており、これによ
り、基礎補強梁３０と既存の基礎梁１３とは、強固に一体化されている。
【００３４】
　この基礎補強梁３０の上面と既存床スラブ１５とは、当接しているが、機械的には接合
されていない状態である。
　また、基礎補強梁３０の下面のうち免震装置４０が設置される部分には、鉄筋コンクリ
ート造の上側免震基礎３１が構築されている。
【００３５】
　図６は、免震装置４０の縦断面図である。
　免震装置４０は、下側フランジ４１と、この下側フランジ４１の上に設けられた積層ゴ
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ム４２と、この積層ゴム４２の上に設けられた上側フランジ４３と、を備える。
　積層ゴム４２は、鋼板とゴムとが交互に積層されたものである。この積層ゴム４２の直
径は、既存柱１２の外径よりも大きくなっている。
　上下のフランジ４１、４３には、周縁部に沿って所定間隔おきに、ボルトを挿通するた
めのボルト挿通孔４４、４５が設けられている。
【００３６】
　下側免震基礎２１の上面には、下側ベースプレート５０が打ち込まれており、上側免震
基礎３１の下面には、上側ベースプレート５１が打ち込まれている。
　これらベースプレート５０、５１の周縁部には、円環状の所定間隔おきに、雌ねじ５２
、５３が設けられている。
【００３７】
　免震装置４０の下側フランジ４１は、下側ベースプレート５０の上に載置される。この
状態で、下側フランジ４１のボルト挿通孔４４にボルト４６を挿通して、このボルト４６
を下側ベースプレート５０の雌ねじ５２に締め付けて固定する。これにより、免震装置４
０が下側免震基礎２１に接合される。
【００３８】
　また、免震装置４０の上側フランジ４３は、上側ベースプレート５１に当接して配置さ
れる。この状態で、上側フランジ４３のボルト挿通孔４５にボルト４７を挿通して、この
ボルト４７を上側ベースプレート５１の雌ねじ５３に締め付けて固定する。これにより、
免震装置４０が上側免震基礎３１に接合される。
【００３９】
　図７は、本発明の免震化方法のフローチャートである。
　ステップＳ１では、図８に示すように、既存の基礎梁１３の下を掘削する。この掘削に
より、既存杭１１の杭頭部および既存耐圧盤１６が露出する。
　ステップＳ２では、図８に示すように、新設の耐圧盤２０を構築する。
【００４０】
　ステップＳ３では、図９に示すように、既存の基礎梁１３を基礎補強梁３０として補強
する。
　具体的には、図５にも示すように、既存の基礎スラブ１４および既存の基礎梁１３のう
ち基礎補強梁３０に接合される面には、目荒らし処理を施して、アンカー１７を打設して
おく。そして、基礎補強梁３０として補強して、この基礎補強梁３０と、既存の基礎スラ
ブ１４および既存の基礎梁１３と、を一体化させる。この基礎補強梁３０に設けられた梁
主筋は、既存の基礎スラブ１４に定着されている。
【００４１】
　ステップＳ４では、図１０に示すように、平面視で既存杭１１の直上に、仮設支柱６０
を設置して、新設の耐圧盤２０から基礎補強梁３０を支持する。
【００４２】
　ステップＳ５では、図１０に示すように、既存杭１１の杭頭部の一部、具体的には、既
存杭１１の杭頭部のうち新設の耐圧盤２０よりも上側の部分を切断して、撤去する。これ
により、基礎梁１３から上の部分の荷重は、仮設支柱６０を介して耐圧盤２０に伝達され
る。
　また、このとき、既存耐圧盤１６を撤去するとともに、既存の基礎スラブ１４の一部を
撤去する。
【００４３】
　ステップＳ６では、図１０に示すように、既存柱１２Ａの直下でかつ基礎補強梁３０と
新設の耐圧盤２０との間に、免震装置４０を設置する。具体的には、耐圧盤２０の上面に
下側免震基礎２１を構築するとともに、基礎補強梁３０の下面に上側免震基礎３１を設け
て、免震装置４０を設置する。
【００４４】
　ステップＳ７では、仮設支柱６０を撤去する。これにより、既存の基礎梁１３から上の
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部分の荷重は、免震装置４０を介して、耐圧盤２０に伝達される。
【００４５】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）既存の基礎梁１３の下で杭頭部に跨がって耐圧盤２０を構築し、さらに、既存の
基礎梁１３を基礎補強梁３０で補強して、この基礎補強梁３０と耐圧盤２０との間に免震
装置４０を設けた。これにより、既存建物を免震化できる。
　ここで、全ての既存柱１２の直下には免震装置を設けず、一部の既存柱１２Ａの直下に
のみ免震装置４０を設けた。つまり、免震装置４０を集約して配置した。これにより、免
震装置４０の設置台数を削減して、施工コストを低減できる。
【００４６】
　また、免震装置４０を集約して配置することにより、基礎梁１３は、残る既存柱１２を
丘立ち柱として支持することになる。
　この基礎梁１３は、基礎補強梁３０を付加して断面を増大させ、基礎梁１３のせん断耐
力および曲げ剛性が増大させ、既存柱１２の固定度（回転拘束度）を高めることで、既存
柱１２の直下に免震装置を設けない場合であっても、基礎梁１３によって上部構造を支持
できるから、支持スパンを大きくできる。
【００４７】
　（２）既存の基礎梁１３を補強する基礎補強梁３０を、既存の基礎梁１３と免震装置４
０との間に配置して、双方を連結させる機能に限定させている。したがって、基礎補強梁
３０を設けても、基礎梁１３のせん断抵抗機構が変化することはなく、簡易な接合構造で
かつ既存の基礎梁１３の耐力および剛性を変化させないことで、新たな構造設計は不要と
なるから、施工コストを削減できる。
【００４８】
　（３）既存杭１１の杭頭部と耐圧盤２０とを接合しないので、新たな構造設計が不要と
なり、施工コストを削減できる。
【００４９】
　（４）軸径の大きい免震装置４０を設置したので、せん断力を免震層で吸収でき、既存
建物２に大きなせん断力が作用するのを防止できる。また、免震装置４０の安定性が増す
とともに、浮き上がりを防止できる。
【００５０】
〔第２実施形態〕
　図１１は、本発明の第２実施形態に係る免震構造１Ａの断面図である。
　本実施形態では、基礎補強梁３０Ａの構造が、第１実施形態と異なる。
　すなわち、基礎補強梁３０Ａは、Ｈ形鋼からなり、既存の基礎梁１３の下面に沿って延
びている。また、このＨ形鋼である基礎補強梁３０Ａには、上下のフランジおよびウエブ
に接合されるスチフナ３２が設けられている。
　本実施形態によれば、上述の（１）～（４）と同様の効果がある。
【００５１】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、第１実施形態では、基礎補強梁３０を鉄筋コンクリート造とし、第２実施形態
では、基礎補強梁３０ＡをＨ形鋼としたが、これに限らず、基礎補強梁をポストテンショ
ン方式のプレストレストコンクリート造としてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１、１Ａ…免震構造
　２…既存建物
　１０、１０Ａ…基礎
　１１…既存杭
　１２、１２Ａ…既存柱
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　１３…既存の基礎梁
　１４…既存の基礎スラブ
　１５…既存床スラブ
　１６…既存耐圧盤
　１７…アンカー
　２０…新設の耐圧盤
　２１…下側免震基礎
　３０、３０Ａ…基礎補強梁
　３１…上側免震基礎
　３２…スチフナ
　４０…免震装置
　４１…下側フランジ
　４２…積層ゴム
　４３…上側フランジ
　４４、４５…ボルト挿通孔
　４６、４７…ボルト
　５０…下側ベースプレート
　５１…上側ベースプレート
　５２、５３…雌ねじ
　６０…仮設支柱

【図１】 【図２】



(10) JP 2016-17289 A 2016.2.1

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(11) JP 2016-17289 A 2016.2.1

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

